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一般社団法人 川崎臨港交通安全協会 　代表理事　大川原　久

　当協会は、昭和24年に川崎臨港地区の交通安全推進団体として発足以来70
年にわたり、臨港地区の交通安全運動及び諸活動を通じてこの地区に勤務す
る人、居住する人、特に高齢者・通学児童の安全確保を念願して今日に至っ
ております。近年、交通死亡事故は年々減少傾向にはあります。しかし、相
変わらず悪質な交通違反が原因となる交通事故の増加や、高齢者及び二輪
車・自転車の関係する交通事故も高い比率を占め、依然として厳しい情勢と
なっています。
　当協会では会員を増強して、組織活動の充実、施設の整備、この二つを柱としてこの地域から事故を一件でも少
なくして、安全で安心な社会を作りたいと存じます。その実現のために住民総ぐるみ運動を展開しております。交
通安全協会の活動は、会員皆様からの会費によって支えられています。皆様方のご理解とご協力を賜りご加入をお
願い申し上げます。
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令和２年度税制改正要望事項 コ ラ ム

Q１ 自筆証書遺言の方式が緩和されたとのことですが、どのような点が緩和されたのですか。

　既に、2019年１月13日に施行されておりますが、従前は自筆証書遺言を作成する場合は、全文を

自書する必要がありました。財産目録も全文自書しなければならなかったので、大変でした。それ

が、現在においては、財産目録について自書によらず、パソコンで財産目録を作成したり、通帳のコピーを

添付したりして、財産目録の各ページに署名押印することで足りることになりました（民法968条２項）。

なお、遺言書の本文は従前どおり、手書きで作成する必要がありますので、誤解しないようにしてください。

法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されたとのことですが、どのような制度でしょうか。

　2020年７月10日に施行されますが、自筆証書遺言を作成した者は、法務局にある遺言保管所に行

き、遺言書の保管申請をすることができるようになります（法務局における遺言書の保管等に関する

法律）。遺言書の保管申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄

する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。申請を受けた法務局は、本人確認、遺言書

の方式の適合性（署名，押印，日付の有無等）を外形的に確認し、原本を保管します。遺言者の死亡後に相

続人らは、遺言保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます（「遺言書保管

事実証明書」の交付請求）。また、遺言書の写しの交付も請求でき（「遺言書情報証明書」の交付請求）、遺

言書を保管している遺言書保管所において、遺言書を閲覧することもできます。遺言書の閲覧や遺言情報証

明書の交付がされると、遺言保安官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知するとのこと

です。遺言書保管所に保管されている遺言書について、家庭裁判所の検認が不要となります。

預貯金の払戻制度が創設されたとのことですが、どのような制度でしょうか。

　既に、2019年７月１日から施行されておりますが、従前は遺産分割終了するまでの間は、相続人は

単独で預貯金の払い戻しはできませんでした。そのため、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済

等の資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は単独で被相続人の預貯金の払い戻しができま

せんでした。それが、今回の民法改正により、預貯金の払戻制度を創設し、①預貯金の一定の割合（上限額

は150万円）については、家庭裁判所の判断を経なくても単独で払い戻しを受けられるようになりました。

具体的には、相続開始時の預貯金額の３分の１に共同相続人の相続分を乗じた額について、単独で払い戻し

を受けられることになります（民法909条の２）。例えば、被相続人の預貯金額が600万円あり、共同相続人

が子ども２名の場合、600万円×１／３×１／２＝100万円が単独で払い戻しを受けられることになりま

す。また、②比較的、大口の資金需要がある場合、預貯金の仮払いの必要性があると認められる場合には、

他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました（家事手

続法200条）。　
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身近な法律相談

　社会の高齢化が進展し、社会経済の変化が生じているため、民法（相続法）などの改正

が2018年７月になされました。相続に関するルールが大きく変わります。

　今回は、相続法などの改正により、自筆証書遺言や預貯金の払戻しの実務も変わってき

ます。基本的には自筆証書遺言や被相続人が亡くなった後の預貯金の払戻しの使い勝手を従来よりよくしよ

うとして法改正や新たな法律が創設されております。以下、検討していきましょう。
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